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※当該アクションプログラムにおける年間スケジュールについては、コロナウイルスの感染拡大による緊急事態 

宣言発出前に計画したものであり、今後の感染拡大の状況により、集合形式の企業説明会やセミナー等につい 

ては、延期・中止またはＷｅｂ機能を活用した説明会形式に変更して実施する場合があります。 
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